
議案第１号 

   条例案に対する意見の専決処理に関し承認を求めることについて 

 

  令和８年１月８日提出  岩手県人事委員会 事務局長  八重樫 学  

 

第１ 趣旨 

  令和７年12月岩手県議会臨時会に提出された次に掲げる条例案について、岩

手県議会から地方公務員法第５条第２項の規定に基づき意見を求められ、岩手

県人事委員会事務局代決専決規程第５条の２第１項の規定に基づき、別紙のと

おり専決処理したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めるもので

ある。 

 

第２ 意見を求められた条例案 

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（議案第８

号） 
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専 決 処 理 書 

 

岩手県議会から地方公務員法第５条第２項の規定に基づき求められた、令和７年

12月岩手県議会臨時会に提出された下記条例案に対する意見について、岩手県人事

委員会事務局代決専決規程第５条の２第１項の規定に基づき、専決処理する。 

記  

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（議案第８号） 

 

令和７年 12 月 23 日 

岩手県人事委員会事務局長 八重樫 学  
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